
平 成 25 年
12月13日（金）
第2539号

平成25年12月13日　金曜日（961）

告 示
栃木県告示第618号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林の所在場所
　　下都賀郡壬生町大字中泉字サツツケ389・大字助谷字西根857-５・887-１・900-１・900-２・900-３・
907-１（以上の７筆について次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的
　　干害の防備
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び壬生町役場に備え置いて
縦覧に供する。）
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第619号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
　　那須烏山市興野字平軍里2305-９・2305-10・2305-12・2305-14（以上４筆について次の図に示す部分に限
る。）
２　保安林として指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　道路用地とするため
（ ｢次の図｣ は、省略し、その図面を栃木県庁及び那須烏山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第620号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を
含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定により医療扶助又は医療支援給付のため
の医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の２の規定により次のとおり告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成24年11月１日 医療法人博陽会　あしかが皮膚科クリニック 足利市西砂原後町1180-３

平成25年７月１日 北村クリニック 小山市城東５-１-17

平成25年９月１日 どこでもクリニック益子 芳賀郡益子町大字長堤574-１

平成25年10月１日 成田内科 栃木市河合町７-９

平成25年10月１日 医療法人明誠会　秋元クリニック 栃木市平柳町２-27-13

平成25年10月１日 にがみどう内科クリニック 鹿沼市仁神堂町351-26

平成25年10月１日 ソフィアホームケアクリニック 小山市土塔222-14

平成25年10月１日 大田原中央クリニック 大田原市中央１-３-15　トコトコ大田
原１階

平成25年10月１日 きぬの里クリニック さくら市上阿久津上の台1746-２

平成25年10月１日 さとう耳鼻咽喉科クリニック 芳賀郡茂木町大字茂木1160-５

平成25年11月１日 ふらてクリニック 真岡市寺久保１-３-２
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平成25年９月１日 医療法人社団慈慧会　大畑歯科医院 佐野市奈良渕町310-21

平成25年９月１日 はぁーとふる歯科 鹿沼市栄町３-２-６

平成25年９月19日 増山歯科医院 大田原市蛭田1975-83

平成25年10月24日 やまなか歯科 小山市大字塚崎780

平成25年11月１日 髙野歯科医院 那須塩原市東三島２-79-２

平成25年９月１日 コスモファーマ薬局　大月町店 足利市大月町922-１

平成25年９月１日 グリーン薬局 足利市通２-2644-１

平成25年９月１日 エンゼル薬局 佐野市栃本町2243-７

平成25年９月１日 ゆうせい薬局 大田原市新富町３-3697-１

平成25年９月15日 やまべ薬局 足利市堀込町2856-１

平成25年10月１日 まつやドラッグ調剤薬局 大田原市中央１-３-15　トコトコ大田
原内１階

平成25年10月１日 なでしこ薬局　東三島店 那須塩原市東三島３-67-30

平成25年10月１日 中央薬局　きぬの里店 さくら市上阿久津1779-５

平成25年10月１日 だるま薬局 さくら市氏家2565-33

平成25年11月１日 コミネ薬局　小俣店 足利市小俣町616-１

平成25年11月１日 コスモ薬局 佐野市犬伏新町1306-８

平成25年11月１日 ひまわり薬局　小山店 小山市八幡町２-７-15

平成25年11月１日 さとう薬局 大田原市黒羽向町447-６

平成25年11月１日 黒磯ロイヤル薬局 那須塩原市大黒町１-１

２　指定訪問看護事業者等

指 定
年 月 日

指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

平成25年
10月１日

株式会社ライフ 足利市堀込町2656-７
ASKビル301号

ライフ訪問看護リハ
ビリステーション

足利市堀込町2656-７
ASKビル301号

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第621号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を
含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条において準用する生活保護法第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する施術者を指定したので、同法第55条の２の規定により次
のとおり告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定
年 月 日

施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

平成25年
９月２日

巻田　悟 － ごんげん山針灸整
骨院

栃木市神田町５-16
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平成25年
10月１日

伊藤　真実 － いとう整骨鍼灸院 鹿沼市上田町2340

平成25年
10月７日

大金　厚文 － おおがね整骨院 真岡市荒町２-10-２

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第622号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を
含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第１項の規定により介護扶助又は介護支援
給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護
予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の２の規
定により次のとおり告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

指 定
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成25年
11月１日

株式会社ライフケ
ア倶楽部

足利市福居町587
番地１

らくらくデイサー
ビスあゆの郷

足利市利保町二丁
目15番１号

通所介護

平成25年
10月29日

総合メディカル株
式会社

福岡県福岡市中央
区天神二丁目14番
８号

そうごう薬局栃木
店

栃木市大宮町51番
地４

居宅療養管理
指導

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

通所介護事業所ま
ろにえ四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

通所介護

平成25年
11月１日

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港
南区上大岡西一丁
目６番１号

ツクイ栃木城内 栃木市城内町二丁
目24番24号

通所介護

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

短期入所生活介護
まろにえ四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

短期入所生活
介護

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

小規模多機能型居
宅介護事業所多機
能ほーむまろにえ
四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

小規模多機能
型居宅介護

平成25年
12月１日

総合メディカル株
式会社

福岡県福岡市中央
区天神二丁目14番
８号

そうごう薬局今市
店

日光市今市379番
地16

居宅療養管理
指導

平成25年
４月１日

有限会社福祉の家
うちご

日光市野口717番
地２

なかよし荘 日光市野口739番
地３

通所介護

平成25年
11月１日

株式会社川商アド
バンス

大阪府大阪市中央
区上汐一丁目４番
６号冨士ビル３階

訪問介護ハートラ
ンド小山

小山市駅南町一丁
目20番８号

訪問介護

平成25年
10月１日

株式会社Ｙ＆Ｋ 小山市生駒702番
地

ふれあいの里･な
ごみ

小山市卒島1281番
地２

通所介護
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平成25年
11月20日

株 式 会 社 ヴ ィ
ヴァーチェ

真岡市下高間木二
丁目７番地

介護センターオー
ツーリーフ真岡

真岡市下高間木二
丁目７番地

訪問介護

平成25年
８月21日

社会福祉法人蓬愛
会

芳賀郡芳賀町稲毛
田1887番地４

社会福祉法人蓬愛
会小規模多機能型
居宅介護城下庵

さくら市喜連川
3609番地

小規模多機能
型居宅介護

平成25年
12月１日

株式会社エフアン
ドエフ

佐野市植上町1479
番地４

自治医大前調剤薬
局上三川店

河内郡上三川町し
らさぎ一丁目18番
９号

居宅療養管理
指導

平成25年
11月１日

新西建材工業株式
会社

さくら市馬場296
番地２

ショートステイし
んせい

塩谷郡塩谷町上寺
島584番地13

短期入所生活
介護

２　居宅介護支援事業者

指 定
年 月 日

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

名 称 主 た る 事 務 所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和会 栃木市大宮町2023番地
３

居宅介護支援事業所
まろにえ四季の里

栃木市大宮町2023番地
３

３　介護予防事業者

指 定
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成25年
11月１日

株式会社ライフケ
ア倶楽部

足利市福居町587
番地１

らくらくデイサー
ビスあゆの郷

足利市利保町二丁
目15番１号

介護予防通所
介護

平成25年
10月29日

総合メディカル株
式会社

福岡県福岡市中央
区天神二丁目14番
８号

そうごう薬局栃木
店

栃木市大宮町51番
地４

介護予防居宅
療養管理指導

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

通所介護事業所ま
ろにえ四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

介護予防通所
介護

平成25年
11月１日

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港
南区上大岡西一丁
目６番１号

ツクイ栃木城内 栃木市城内町二丁
目24番24号

介護予防通所
介護

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

短期入所生活介護
まろにえ四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

介護予防短期
入所生活介護

平成25年
10月１日

社会福祉法人創和
会

栃木市大宮町2023
番地３

小規模多機能型居
宅介護事業所多機
能ほーむまろにえ
四季の里

栃木市大宮町2023
番地３

介護予防小規
模多機能型居
宅介護

平成25年
12月１日

総合メディカル株
式会社

福岡県福岡市中央
区天神二丁目14番
８号

そうごう薬局今市
店

日光市今市379番
地16

介護予防居宅
療養管理指導

平成25年
４月１日

有限会社福祉の家
うちご

日光市野口717番
地２

なかよし荘 日光市野口739番
地３

介護予防通所
介護

平成25年
11月１日

株式会社川商アド
バンス

大阪府大阪市中央
区上汐一丁目４番
６号冨士ビル３階

訪問介護ハートラ
ンド小山

小山市駅南町一丁
目20番８号

介護予防訪問
介護
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平成25年
10月１日

株式会社Ｙ＆Ｋ 小山市生駒702番
地

ふれあいの里･な
ごみ

小山市卒島1281番
地２

介護予防通所
介護

平成25年
11月20日

株 式 会 社 ヴ ィ
ヴァーチェ

真岡市下高間木二
丁目７番地

介護センターオー
ツーリーフ真岡

真岡市下高間木二
丁目７番地

介護予防訪問
介護

平成25年
８月21日

社会福祉法人蓬愛
会

芳賀郡芳賀町稲毛
田1887番地４

社会福祉法人蓬愛
会小規模多機能型
居宅介護城下庵

さくら市喜連川
3609番地

介護予防小規
模多機能型居
宅介護

平成25年
12月１日

株式会社エフアン
ドエフ

佐野市植上町1479
番地４

自治医大前調剤薬
局上三川店

河内郡上三川町し
らさぎ一丁目18番
９号

介護予防居宅
療養管理指導

平成25年
11月１日

新西建材工業株式
会社

さくら市馬場296
番地２

ショートステイし
んせい

塩谷郡塩谷町上寺
島584番地13

介護予防短期
入所生活介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第623号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項
において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第50条の２の規定により指定
医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の２の規定により告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

平成24年10月31日 あしかが皮膚科クリニック 足利市西砂原後町1180-３

平成25年６月30日 医療法人北村外科　北村外科 小山市城東６-21-16

平成25年９月30日 成田内科 栃木市河合町９-10

平成25年９月30日 秋元クリニック 栃木市平柳町２-27-13

平成25年９月30日 仁神堂クリニック 鹿沼市仁神堂町351-26

平成25年９月30日 さとう耳鼻咽喉科クリニック 芳賀郡茂木町大字茂木1160-５

平成20年８月20日 医療法人社団慈慧会　大畑歯科医院 佐野市奈良渕町310-21

平成25年９月18日 増山歯科医院 大田原市蛭田1975-83

平成25年９月14日 やまべ薬局 足利市八幡町２-34-11

平成25年９月30日 だるま薬局 さくら市氏家1843-30

平成25年10月31日 ひまわり薬局　小山店 小山市八幡町２-７-15

平成25年10月31日 薬局くすりのサトウ 大田原市黒羽向町447-３

平成25年10月31日 黒磯ロイヤル薬局 那須塩原市大黒町１-１
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第624号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項
において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第50条の２の規定により指定
医療機関の事業を休止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の２の規定により告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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休 止 年 月 日 名 称 所 在 地

平成25年８月１日 （有）片野薬局　鬼怒川店 日光市鬼怒川温泉大原1396-25

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第625号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を
含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第51条第１項の規定により次の指定医療機関から指定
辞退の届出があったので、生活保護法第55条の２の規定により告示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指定辞退年月日 名 称 所 在 地

平成25年10月１日 グリーン歯科本田クリニック 那須塩原市材木町６-32

平成25年11月１日 今泉歯科医院 栃木市今泉町２-11-34

（医事厚生課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第626号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第67条第２項の規定により、次の土地改良区の総会の議決による解散
を認可したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

下 田 原 南 部 土 地 改 良 区 平成25年12月４日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第627号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年12月13日から平成26年１月14日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　常陸太田那須烏山線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

239
前 那須烏山市大沢字奈良原664から

那須烏山市大沢字井戸沢833-３まで 6.3 ～ 20.3 1,040.0

後 那須烏山市大沢字奈良原664から
那須烏山市大沢字井戸沢833-３まで 9.9 ～ 23.1 1,040.0

Ⅱ
道路の種類　県道
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路　線　名　主要地方道　宇都宮真岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

317

前Ａ 宇都宮市下栗町2317-４から
宇都宮市下栗町2313-３まで 7.5 69.9

Ａ及びＢは、
関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。

前Ｂ 宇都宮市下栗町2317-４から
宇都宮市下栗町3404-１まで 25.0 ～ 33.0 120.0

後Ａ 宇都宮市下栗町2317-４から
宇都宮市下栗町2313-３まで 7.5 ～ 16.2 69.9

後Ｂ 宇都宮市下栗町2317-４から
宇都宮市下栗町3404-１まで 25.0 ～ 33.0 120.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第628号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年12月13日から平成26年１月14日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

69 主 要 地 方 道
宇 都 宮 茂 木 線

芳賀郡芳賀町大字下高根沢字海道下364-３から
芳賀郡芳賀町大字下延生字谷中田866-３まで

平成25年12月15日
午後２時

317 主 要 地 方 道
宇 都 宮 真 岡 線

宇都宮市下栗町2320-２から
宇都宮市下栗町3398-２まで 平成25年12月16日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○認定特定非営利活動法人の認定
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条第１項の規定により次のとおり認定特定非営利活動法
人の認定をしたので、同法第49条第２項の規定により公示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所
の 所 在 地

その他の事務所
の 所 在 地 認定の有効期間

特定非営利活動法人青少
年の自立を支える会

星　俊彦 宇都宮市清住一丁
目３番48号

－ 平成25年11月28日から
平成30年11月27日まで

（県民文化課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　〇平成26年歯科技工士国家試験の実施
　歯科技工法の一部を改正する法律（昭和57年法律第１号）附則第２条の規定により歯科技工士国家試験を行
うので、歯科技工士法施行規則（昭和30年厚生省令第23号）第６条の規定により次のとおり公告する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　試験期日
⑴　学説試験
　　平成26年２月13日（木）午前９時30分から
⑵　実地試験
　　平成26年２月14日（金）午前９時から
２　試験場所
⑴　学説試験
　　宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県庁
⑵　実地試験
　　宇都宮市陽南４丁目２番１号
　　栃木県立衛生福祉大学校
３　試験科目
⑴　学説試験
ア　歯科理工学
イ　歯の解剖学
ウ　顎

がく

口腔
くう

機能学
エ　有床義歯技工学
オ　歯冠修復技工学
カ　矯正歯科技工学
キ　小児歯科技工学
ク　関係法規
⑵　実地試験
　　歯科技工実技
４　受験資格
　　次のいずれかに該当する者
⑴　文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者（平成26年３月卒業見込みの者を含む。）
⑵　厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者（平成26年３月卒業見込みの者を含む。）
⑶　歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
⑷　外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者
で、厚生労働大臣が⑴から⑶までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

５　受験手続
　　受験希望者は、受験願書（歯科技工士法施行規則（昭和30年厚生省令第23号）様式第４号）に次に掲げる
書類を添えて栃木県保健福祉部医事厚生課（〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号）に提出すること。
⑴　卒業（見込）証明書又は受験資格のあることを証する書類
⑵　写真（縦６㎝、横4.5㎝で、出願前６月以内に脱帽、正面から撮影したものを、所定の台紙に貼付する
こととし、写真の裏面及び台紙に撮影年月日及び氏名を記載すること。）

６　受験手数料
　　36,000円（受験願書に栃木県収入証紙を貼付すること。）
７　受験願書受付期間
　　平成26年１月29日（水）から同月31日（金）までとし、午前９時から午後５時まで受け付ける。
　　郵送により出願する場合は、書留とし、平成26年１月31日（金）までの消印のあるものに限り受け付け
る。
８　合格発表
　　平成26年３月11日（火）午前10時に栃木県庁屋外掲示場に受験番号をもって発表する。
９　試験結果の簡易開示
　　受験者本人の試験結果（総得点及び科目別得点）については、合格発表の日から平成26年３月31日（月）
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までの間、栃木県保健福祉部医事厚生課において口頭により開示を請求することができる。
　　開示を希望する場合は、受験者本人が受験票を持参の上、これを提示すること。
10　その他
⑴　４の⑴又は⑵に該当する者のうち、５の⑴により卒業見込証明書を提出することにより受験した者は、
平成26年３月10日（月）までに栃木県保健福祉部医事厚生課宛て卒業証明書を提出すること。
　　なお、卒業証明書が提出されない場合は、当該受験は無効とする。
⑵　受験願書の配布、試験結果の簡易開示など、この試験についての問い合わせは、栃木県保健福祉部医事
厚生課（電話028-623-3085）宛て行うこと。

（医事厚生課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

黒 磯
土地改良区 理　事 鈴木　宏忠 那須塩原市上厚崎487-１ 25.11.17

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区連合役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第16項の規定により、次のとおり
土地改良区連合の役員について退任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区
連 合 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

那須野ヶ原
土 地 改 良
区 連 合

理　事 鈴木　宏忠 那須塩原市上厚崎487-１ 25.11.17

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、日光市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（デジタル撮影）
２　作業地域
　　日光市
３　作業期間
　　平成25年11月20日から平成26年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、下野市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（空中写真撮影）
２　作業地域
　　下野市
３　作業期間
　　平成25年12月22日から平成26年３月26日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、大田原市長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（空中写真撮影）
２　作業地域
　　大田原市
３　作業期間
　　平成25年11月25日から平成26年３月10日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の変更の案の縦覧等
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、次のとお
り公告し、当該都市計画の変更の案を縦覧に供する。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により、関係市町村の住民及び利害関係
人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　平成25年12月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　都市計画の種類及び名称
　　小山栃木都市計画区域区分の変更
２　都市計画を定める土地の区域
　　追加する部分
　　野木町大字友沼の一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課及び野木町都市整備課
４　縦覧期間
　　平成25年12月13日から同月27日まで

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
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